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学位論文審査要旨 

 本論文は脳卒中後の上肢運動障害に対するリハビリテーション治療として、鏡治療（Mirror 

Therapy: MT）と随意努力時の筋電を用いた電気刺激治療（Electromyography-triggered 

neuromuscular stimulation: ETMS）を併用する手段（ETMS-MT）を用いて、その効果をラン

ダム化クロスオーバーデザインにて検証したものである。これまで上記の治療は単独にてそ

の効果が示されてきたが、これらを併用する試みは新規的であり、その効果の程度を学術的

知見として示すことは、臨床現場にとっては極めて有用的である。 

本研究では、回復期脳卒中患者 13 名をランダムに 2群に割り付け、第１群（即時群）に対

しては、標準的な理学療法・作業療法に加えて、20 分間の ETMS-MT を 2 回/日、5 日/週、4

週間実施し、その後の 4 週間は標準的な理学療法・作業療法のみが行われた。一方、第 2 群

（遅延群）には、即時群とは逆の順序で治療が実施された。電気刺激の対象筋は橈側手根伸

筋および総指伸筋であり、刺激の誘発には手関節および手指伸展時の筋電値が用いられた。

一方、MT は被験者の身体正中矢状面上に卓上鏡を設置し、麻痺手は被験者からは視覚遮蔽さ

れ、非麻痺側上肢の鏡像が麻痺側上肢であるかのような錯覚を起こすといった手段が用いら

れた。その状態にて被験者は定められた一連の運動を非麻痺側上肢で行った。評価項目には

Fugl-Meyer Assessment (FMA)、自動運動時における関節可動域（A-ROM）、握力比（Hand ratio: 

HR）、Box and Block Test (BBT)、Wolf Motor Function Test (WMFT)、Motor Activity Log (MAL)

が用いられ、介入前、介入 4 週後、介入 8 週後にそれぞれ実施された。その結果、即時群の

FMA 改善が介入 4 週後に大きく、また同群は FMA、HR、WMFT において有意な群内改善を示し

た。一方、介入 8週後の A-ROM の改善幅は遅延群で有意に大きく、同群は FMA、A-ROM、WMFT

の有意な群内改善を示した。これらの結果から、脳卒中後の上肢運動障害に対する ETMS-MT

の臨床的有効性が示された。 



本研究では MT あるいは ETMS の単独介入との比較がされていないため、併用療法による効

果が明確にできなかったこと、有意差こそないものの即時群と遅延群の運動機能および感覚

機能の障害程度に比較的大きな差がみられたこと、介入に基づく感覚機能の改善による効果

の検証がされていなかったこと、MT による運動錯覚の程度と効果の関連について検討されて

いなかったことなど、実験条件や手続きに不足は認められたが、いずれも臨床現場と患者を

被験者とする制約を考えると容認できると判断された。 

脳卒中後の上肢運動障害はその後の日常生活活動に大きく影響する。今回用いられた介入

は比較的臨床実践しやすいものであり、それにより効果が認められたことは、今後のリハビ

リテーションの現場において極めて有意義な発見であると高く評価された。しかし、神経生

理学的にそのメカニズムを知ろうとすれば、この効果が末梢からのフィードバックに基づい

たものなのか、中枢神経系における運動知覚の形成によるものなのか、さらにはそれが脳の

運動関連領域を興奮させ、シナプス可塑性を引き起こす有用な臨床手続きであるかについて

は現状では推測の域を超えていない。 

 

最終試験結果要旨 

最終審査会では、即時群と遅延群の機能的差異による効果の影響、認知機能や情動の影響、

麻痺手が利き手か非利き手かによる違い、WMFT や MAL のそれぞれの項目の変化などが質問さ

れたが、研究の性格上これらの項目を十分検討することが困難であったとの回答があった。

また、MT あるいは ETMS の単独介入による効果の検証がされていなかったこと、サンプルサ

イズが小さいことなど、実験条件の不足は認められたが、いずれも臨床現場と患者を被験者

とする制約を考えると容認できるものと認められた。このような指摘はあったものの、比較

的難渋する脳卒中後の上肢運動機能回復に対して、今回用いた介入によって、臨床的効果が

認められたことは、今後のリハビリテーションの現場において極めて有意義な発見であると

高く評価された。本研究は脳卒中後の運動麻痺に対する新しい治療方法を示唆した有意義な

研究であり、畿央大学大学院の博士の学位を授与するに相応しい論文と認める。 


